
次期中期目標と現中期目標の項目比較

次期中期目標（案） 項目一覧 現中期目標 項目一覧

（前文）大学の基本的な目標

中期目標の期間

大学の運営に関する基本組織

　１　教育研究上の基本組織

Ⅰ大学の教育研究等の質の向上に関する目標

Ⅰ－１教育に関する目標

１　全学的な目標 （１）学部教育の成果に関する目標

２　学部教育に関する目標 （２）大学院教育の成果に関する目標

（共通教養教育）

(国際総合科学部） （１）学部教育の内容等に関する目標

（医学部：医学科・看護学科） （２）大学院教育の内容等に関する目標

３　大学院教育に関する目標 （３）教育の実施体制等に関する目標

（都市社会文化、生命ナノシステム科学、国際マネジメント研究科）

(医学研究科）

４　学生支援に関する目標

Ⅰ－２　研究の推進に関する目標

1　研究水準及び研究の成果等に関する目標

２　研究実施体制等の整備に関する取組 　　（２）研究実施体制等の整備に関する目標

Ⅱ　附属病院に関する目標

１　医療分野・医療提供等に関する目標

２　人材育成等に関する目標

３　病院運営等に関する目標

Ⅲ　業務運営の改善に関する目標

１　ガバナンス機能強化及びコンプライアンス推進等
　　運営の改善に関する目標

２　人材育成・人事制度に関する目標 ２　業務運営の改善及び効率化に関する目標

３　大学の発展に向けた整備に関する目標

４　情報公開に関する目標

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

１　運営交付金に関する目標

２　費用削減に関する目標

３　自己収入の拡充に関する目標

Ⅴ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

○主な変更点

①

②

③

④

⑤ 学位審査及び奨学寄附金に関する一連の事態があったことから「ガバナンス機能強化及びコンプライアンス推進」を中項目とし
て明記し、取組を加速させる。

地域貢献・国際化は、大学の全部署ですべての教職員が取り組むため、個別の項目立てをすると重複することが多くなることか
ら、大学の基本的な目標として前文に取り込むこととした。
なお、両項目については、法人全体の取組状況を把握し、進捗管理や評価を行なうため、各項目に記載されている「地域貢献・
国際化の取組」を別途集約する。

教育に関する目標は、学部、大学院、学生支援に整理し、さらに大学全体として取り組むべき内容を「全学的な目標」として整理
する。

附属病院に関する目標のうち「安全な医療の提供」については、個別の項目とはせず、病院運営の中に取り込む。

法人の経営に関する目標、その他業務運営に関する目標を整理、統合し、「業務の運営の改善」「財務内容の改善」に整理す
る。

第８　自己点検・評価、認証評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

第９　その他業務運営に関する重要目標

１　安全管理に関する目標

２　情報公開等の推進に関する目標

 ５　良質な医療人の育成に関する目標

第７　法人の経営に関する目標　

１　経営内容の改善に関する目標

３　広報の充実に関する目標

 ３　患者本位の医療サービスの向上と地域医療への貢献に関する目標

 ４　高度・先進医療の推進に関する目標　

第６　附属病院に関する目標　

 １　安全な医療の提供に関する目標

　　（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

第４　地域貢献に関する目標

第５　国際化に関する目標

 ２　健全な病院経営の確立に関する目標　

（前文）大学の基本的な目標

第１　中期目標の期間

第２　大学の運営に関する基本組織

　１　教育研究上の基本組織

４　研究に関する目標

第３　大学の運営に関する目標

１　教育の成果に関する目標

２　教育内容等に関する目標

３　学生の支援に関する目標
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